
生駒市条例第３号 

 生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月１５日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の２の項の(2)中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００

円」に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９

０，０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「

２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００

円」に、「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２

０，０００円」を「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「

８，７９０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


